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仕向地課税主義の導入へ　
ＥＵ付加価値税の緊急措置と
最終的制度のポイント

は
じ
め
に

２
０
１
１
年
12
月
６
日
、
欧
州
委
員

会
は
、「
Ｖ
Ａ
Ｔ
の
在
り
方
に
関
す
る
通

信
、
よ
り
簡
素
、
強
靭
か
つ
効
率
的
な
統

一
市
場
の
た
め
の
Ｖ
Ａ
Ｔ
制
度
を
目
指
し

て
」を
発
表
し
、
出
荷
地
課
税
主
義
の
放

棄
を
提
案
、
仕
向
地
課
税
主
義
に
基
づ
く

制
度
の
検
討
開
始
を
宣
言
し
た
。
欧
州
委

員
会
は
２
０
１
６
年
、「Action Plan on 

VAT

」を
策
定
、
２
０
１
７
年
10
月
４
日
付

け
欧
州
委
員
会
か
ら
欧
州
議
会
、
Ｅ
Ｕ
理

事
会
、
欧
州
経
済
社
会
委
員
会
へ
の
通
信
⑴

に
お
い
て
、
域
内
で
行
わ
れ
る
①
Ｂ
２
Ｂ

資
産
の
譲
渡
と
、
②
役
務
の
提
供
の
２
段

階
で
最
終
的
な
付
加
価
値
税
制
度
に
移
行

す
る
提
案
が
な
さ
れ
た
。

①
の
資
産
の
譲
渡
の
課
税
制
度
の
改
正

は
、
緊
急
措
置（quick fix

）と
最
終
的

な
付
加
価
値
税
制
度（definitive VAT 

system

）の
２
段
階
に
分
け
ら
れ
、
緊
急

措
置
は
こ
の
通
信
と
同
時
に
公
表
さ
れ
た

複
数
の
改
正
指
令
案
、
改
正
実
施
規
則
案

で
提
案
さ
れ
て
い
る
⑵
⑶
。

緊
急
措
置
の
う
ち
、
Ｃ
Ｔ
Ｐ
導
入
⑷
を

除
く
措
置
は
、
２
０
１
８
年
10
月
２
日
に

加
盟
国
の
経
済
財
務
大
臣
か
ら
構
成
さ
れ

る
Ｅ
Ｕ
経
済
財
務
相
理
事
会
で
承
認
さ
れ

た
⑸
。
今
後
、
欧
州
議
会
へ
の
諮
問
プ
ロ

こ
の
記
事
の
エ
ッ
セ
ン
ス

●2020年1月1日から、欧州付加価値税制度の緊急措置として、コールオフストッ
ク簡素化既定の統一化、VATID番号の正確性の検証のEU域内非課税納品にお
ける実体的要件化、EU域内越境チェーン取引におけるEU域内非課税納品の認
定基準の統一化、およびEU域内非課税納品の証明書類の統一を図る実施規則
の改正が可決される見込み。
●2022年7月1日から、仕向地課税原則に基づく最終的付加価値税制度と拡大ワ
ンストップショップ申告制度によりVAT申告事務が大幅に簡素化される見込み。
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セ
ス
を
経
て
、
欧
州
理
事
会
が
Ｖ
Ａ
Ｔ
指

令
お
よ
び
実
施
規
則
の
改
正
案
を
採
択
す

る
。
２
０
２
０
年
１
月
１
日
か
ら
適
用
さ

れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

最
終
的
な
付
加
価
値
税
制
度
の
技
術
的

詳
細
に
関
し
て
、「
加
盟
国
間
で
行
わ
れ
る

取
引
の
課
税
の
た
め
の
最
終
的
な
付
加
価

値
税
制
度
の
運
用
の
技
術
的
詳
細
の
導
入

に
関
し
て
Ｅ
Ｕ
理
事
会
指
令
２
０
０
６
／

１
１
２
／
Ｅ
Ｃ
を
改
正
す
る
Ｅ
Ｕ
理
事
会

指
令
提
案
」と
題
す
る
欧
州
委
員
会
提
案

が
２
０
１
８
年
５
月
25
日
に
提
出
さ
れ
た

⑹
。
２
０
２
２
年
７
月
１
日
か
ら
各
国
が

国
内
法
化
し
て
施
行
す
る
こ
と
が
予
定
さ

れ
て
い
る
。

⑴　

CO
M

 (2017) 566

⑵　

CO
M

 (2017) 569

⑶　

CO
M

 (2017) 568

⑷　

CO
M

 (2017) 567

⑸　

E
u

ropean
 C

om
m

ission
, Press release, 

EC
O

FIN
: C

om
m

ission w
elcom

es progress 
achieved on the road to a reform

ed EU
 VAT 

system

⑹　

CO
M

 (2018) 329

緊
急
措
置
の
内
容

「
緊
急
措
置
」と
し
て
図
表
１
の
施
策
が

提
案
さ
れ
て
い
る
⑺
。

⑺

改
正
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
２
０
１
７
年
10
月
４
日
付

欧
州
委
員
会
提
案
か
ら
修
正
が
あ
っ
た
た
め
、
２
０
１
８

年
11
月
26
日
付
け
Ｅ
Ｕ
理
事
会Institutional File 

2017/0251

（CN
S

）お
よ
び
２
０
１
８
年
11
月
22
日
付

Ｅ
Ｕ
理
事
会Institutional File 2017/0249 (N

LE) 

草
案
に
依
拠
し
て
い
る
。
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（図表２）　コールオフストック・アレンジメントの要件

①　課税事業者間の合意に基づき、一方の課税事業者が他
方の課税事業者に着荷後に譲渡するために、ある加盟国か
ら他の加盟国に資産を移動させる

②　当該一方の課税事業者は着荷地である加盟国に事業の
設立地または固定的施設を有さない

③　資産の移動の開始時点で当該他方の課税事業者が着荷
地である加盟国が発行したVATID番号を一方の課税事業
者に提示する

④　一方の事業者が資産の移転を記帳管理し（243条3項）、
ECセールスリストに含める（262条２項）
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ホット・イシュー

販
売
す
る
行
為
が
着
荷
地
で
の
課
税
資
産

の
譲
渡
と
な
る
。

こ
の
た
め
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
は
出
荷

地
で
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
加
え
て
、

コ
ー
ル
オ
フ
ス
ト
ッ
ク
の
保
有
加
盟
国
に

お
け
る
Ｖ
Ａ
Ｔ
登
録
、
Ｖ
Ａ
Ｔ
申
告
義
務

を
原
則
と
し
て
負
う
。
現
状
で
は
多
く
の

加
盟
国
が
コ
ー
ル
オ
フ
ス
ト
ッ
ク
の
簡
素

化
規
定
を
導
入
し
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
着

荷
地
で
の
登
録
申
告
義
務
を
免
除
し
て
い

る
が
、
適
用
条
件
が
各
国
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
い
る
。

新
設
さ
れ
る
17
ａ
条
に
よ
り
、
コ
ー
ル

オ
フ
ス
ト
ッ
ク
・
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
に
お

け
る
事
業
資
産
の
加
盟
国
間
の
移
転
は
、

有
償
取
引
と
み
な
さ
れ
ず（
１
項
）、
処
分

権
の
譲
渡
が
あ
っ
た
時
点
に
お
い
て
、
出

荷
地
で
あ
る
加
盟
国
に
お
い
て
出
荷
者
が

138
条
に
定
め
る
Ｅ
Ｕ
域
内
非
課
税
納
品
を

行
い（
３
項
⒜
）、
着
荷
地
で
あ
る
加
盟
国

に
お
い
て
資
産
の
譲
受
人
が
Ｅ
Ｕ
域
内
取

得
を
行
っ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る

（
３
項
⒝
）。

ま
た
、
コ
ー
ル
オ
フ
ス
ト
ッ
ク
・
ア
レ

ン
ジ
メ
ン
ト
と
は
、
図
表
２
の
①
〜
④
を

要
件
と
し
て
い
る
。

12
カ
月
以
内
に
意
図
さ
れ
た
課
税
事
業

者
に
資
産
が
譲
渡
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

は
、
12
カ
月
が
経
過
し
た
時
点
で
、
原
則

規
定
ど
お
り
、
出
荷
者
は
着
荷
国
で
み
な

し
Ｅ
Ｕ
域
内
取
得
を
申
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い（
４
項
）。
た
だ
し
、
12
カ
月
以
内

に
、
出
荷
地
で
あ
る
加
盟
国
に
返
品
さ
れ

た
場
合
で
、返
品
が
記
帳
さ
れ
た
場
合（
５

項
）、
お
よ
び
譲
受
人
の
変
更
が
あ
り
、

こ
れ
を
記
帳
し
た
場
合（
６
項
）、
最
終
的

に
当
初
意
図
し
た
譲
受
人
に
対
す
る
譲
渡

が
行
わ
れ
な
く
て
も
有
害
と
な
ら
な
い
。

日
本
企
業
に
と
っ
て
も
簡
素
化
規
定
の
共

通
化
は
、
着
荷
地
で
の
Ｖ
Ａ
Ｔ
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
負
担
を
回
避
し
や
す
く
す
る
恩

恵
が
あ
る
が
、
移
送
の
記
帳
管
理
が
重
要

で
あ
り
、
滞
留
在
庫
は
12
カ
月
以
内
に
引

き
戻
す
必
要
が
あ
る
。

コ
ー
ル
オ
フ
ス
ト
ッ
ク
の

簡
素
化
規
定
の
共
通
化

コ
ー
ル
オ
フ
ス
ト
ッ
ク（call-off 

stock

）と
は
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
が
事
業

地
と
は
異
な
る
加
盟
国
に
、
特
定
の
顧
客

へ
販
売
す
る
た
め
の
自
社
在
庫
を
持
ち
込

ん
で
保
有
し
て
い
る
状
態
を
意
味
し
て
い

る
。
現
行
の
Ｖ
Ａ
Ｔ
制
度
で
は
、
サ
プ
ラ

イ
ヤ
ー
の
事
業
地
で
あ
る
加
盟
国
か
ら
他

の
加
盟
国
へ
の
自
社
在
庫
の
持
込
み
が
Ｅ

Ｕ
域
内
移
動
と
し
て
出
荷
地
を
課
税
地
と

す
る
み
な
し
Ｅ
Ｕ
域
内
非
課
税
納
品
を
構

成
す
る
。
さ
ら
に
コ
ー
ル
オ
フ
ス
ト
ッ
ク

の
保
有
加
盟
国
に
お
け
る
み
な
し
Ｅ
Ｕ
域

内
取
得
が
課
税
と
な
り
、
顧
客
に
対
し
て

Ｅ
Ｕ
域
内
越
境
チ
ェ
ー
ン

取
引
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
域
内

非
課
税
納
品
の
認
定
基
準

の
統一化

チ
ェ
ー
ン
取
引
と
は
、
同
一
の
貨
物
の

売
買
が
連
続
的
に
三
者
以
上
の
複
数
の
取

引
関
与
者
で
行
わ
れ
る
商
流
で
、
貨
物
は

最
初
の
事
業
者
か
ら
最
後
の
事
業
者
に
直

送
さ
れ
る
取
引
を
意
味
す
る
。

チ
ェ
ー
ン
取
引
に
お
い
て
、
あ
る
加
盟

国
か
ら
別
の
加
盟
国
に
貨
物
が
輸
送
さ
れ

た
場
合
、
免
税
取
引
と
な
る
の
は
介
在
す

る
１
つ
の
取
引
に
限
定
さ
れ
、
そ
れ
以
外

の
取
引
は
出
荷
地
ま
た
は
着
荷
地
の
国
内

課
税
資
産
の
譲
渡
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

る
。
加
盟
国
に
よ
っ
て
Ｅ
Ｕ
域
内
非
課
税

納
品（intra-Com

m
unity supply of 

goods

）と
な
る
取
引
の
判
断
基
準
が
異

な
り
、
欧
州
司
法
裁
判
所
で
多
く
の
事
案

が
争
わ
れ
、
総
合
的
に
事
情
を
勘
案
す
る

と
い
っ
た
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
の
判
断
が

示
さ
れ
、
法
的
予
見
可
能
性
を
欠
く
と
の

指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た
。

新
た
に
36
ａ
条
が
導
入
さ
れ
、
輸
送
手

配
者
を
基
準
と
し
て
こ
の
免
税
取
引
を
認

定
す
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
た
。
輸
送
手

配
を
中
間
事
業
者
が
行
っ
た
場
合
、
中
間

事
業
者
を
譲
受
人
と
す
る
取
引
が
Ｅ
Ｕ
域

（図表１）　緊急措置の内容

A　ＶＡＴ指令の改正に係る欧州委員会提案
⒜　CTP（Certified Taxable Person）の導入
⒝　コールオフストック簡素化規定の統一化
⒞　VATID番号の正確性の検証のEU域内非課税納品

における実体的要件化
⒟　EU域内越境チェーン取引におけるEU域内非課税

納品の認定基準の統一化
B　ＥＵ域内非課税納品の証明書類の統一を図る実施規

則の改正に係る欧州委員会提案
C　ＶＩＥＳ （VAT Information Exchange system）へのＣ

ＴＰステータス情報の追加
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内
非
課
税
納
品
と
な
る
と
定
め
ら
れ
た
。

た
だ
し
、
中
間
事
業
者
が
出
荷
地
で
あ
る

加
盟
国
の
発
行
し
た
Ｖ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｄ
番
号
を

提
示
し
た
場
合
は
、こ
の
限
り
で
は
な
い
。

Ｅ
Ｕ
域
内
越
境
チ
ェ
ー
ン
取
引

（chain transaction

）は
日
本
企
業
も

多
く
営
む
ビ
ジ
ネ
ス
形
態
で
あ
り
、
こ
の

機
会
に
輸
送
手
配
者
と
い
う
観
点
か
ら
サ

プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
を
再
点
検
す
る
必
要
が

あ
る
。

Ｅ
Ｕ
域
内
非
課
税
納
品
の

輸
送
を
証
明
す
る
書
類
の

統
一

現
行
制
度
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
域
内
非
課
税

納
品
で
は
、
あ
る
加
盟
国
か
ら
他
の
加
盟

国
に
取
引
当
事
者
ま
た
は
そ
の
委
託
を
受

け
た
第
三
者
に
よ
っ
て
取
引
対
象
物
が
実

際
に
輸
送
さ
れ
る
こ
と
を
免
税
要
件
と
し

て
い
る
。
実
際
に
貨
物
が
Ｅ
Ｕ
域
内
で
国

境
を
越
え
て
移
動
し
た
こ
と
を
税
関
で
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
し
く
み
が
欠
如
し
て
い

る
た
め
、
国
境
を
越
え
た
事
実
を
証
明
す

る
こ
と
は
、
最
も
重
要
な
免
税
要
件
で
あ

り
な
が
ら
取
引
当
事
者
の
自
助
努
力
に
依

拠
し
て
い
る
。

税
務
調
査
に
お
い
て
納
税
義
務
者
側
で

輸
送
の
事
実
を
証
明
が
で
き
な
い
場
合
、

免
税
取
扱
い
が
否
認
さ
れ
る
の
で
、
多
く

の
欧
州
司
法
裁
判
所
判
例
の
蓄
積
が
生
ま

れ
、
各
国
は
独
自
に
着
荷
証
明
制
度
を
導

入
す
る
な
ど
、
個
別
に
対
応
し
て
き
た
。

実
施
規
則
45
ａ
条
の
挿
入
に
よ
り
、
Ｅ

Ｕ
域
内
非
課
税
納
品
と
し
て
免
税
規
定
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
原

則
と
し
て
資
産
の
購
入
者
が
発
行
す
る
着

荷
証
明
か（
１
項
⒝
⒤
）、
後
記
の
ａ（
資

産
の
輸
送
に
関
す
る
書
類
）の
う
ち
矛
盾

し
な
い
２
つ
の
帳
票
類（
た
と
え
ば
、air 

w
ay-bill

と
フ
ォ
ワ
ー
ダ
ー
イ
ン
ボ
イ

ス
）ま
た
は
ａ（
資
産
の
輸
送
に
関
す
る
書

類
）と
ｂ（
そ
の
他
の
書
類
）の
そ
れ
ぞ
れ

１
種
類
の
組
み
合
せ
を
保
有
し
て
い
る
こ

と
が
必
要
と
な
る
。

ａ　
資
産
の
輸
送
に
関
す
る
書
類（
た
と
え

ば
、署
名
さ
れ
た
Ｃ
Ｍ
Ｒ
、air w

ay-
bill

、フ
ォ
ワ
ー
ダ
ー
イ
ン
ボ
イ
ス
な
ど
）

ｂ　
そ
の
他
の
書
類

ⅰ　

保
険
証
券
、
輸
送
費
用
の
支
払
を

証
明
す
る
書
類

ⅱ　

公
証
人
な
ど
公
共
機
関
が
発
行
す

る
着
荷
地
で
あ
る
加
盟
国
に
資
産
が

着
荷
し
た
こ
と
を
称
す
る
書
類

ⅲ　

着
荷
地
で
あ
る
加
盟
国
で
資
産
が

保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る

倉
庫
管
理
人
の
証
明
書

着
荷
証
明
に
は
、
発
行
日
、
購
入
者
の

氏
名
と
住
所
、
資
産
の
数
量
と
名
称
、
着

荷
日
と
場
所
、
資
産
を
実
際
に
受
領
し
た

個
人
の
名
称
の
記
載
が
必
要
で
あ
る
。
な

お
、
資
産
の
購
入
者
は
供
給
が
行
わ
れ
た

月
の
翌
月
の
10
日
ま
で
に
着
荷
証
明
を
発

行
す
る
義
務
を
負
う
。

保
管
す
べ
き
書
類
が
明
確
化
さ
れ
た
こ

と
は
日
本
企
業
に
と
っ
て
も
恩
恵
が
あ

り
、
特
に
欧
州
域
内
で
よ
く
利
用
さ
れ
る

陸
送
の
際
の
Ｃ
Ｍ
Ｒ
が
荷
送
人
、荷
受
人
、

受
領
者
に
署
名
さ
れ
て
い
る
か
の
確
認
が

必
要
で
あ
る
。
着
荷
証
明
は
す
で
に
い
く

つ
か
の
国
で
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、
着
荷

証
明
書
の
発
行
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
で

自
ら
が
荷
受
人
の
場
合
に
着
荷
証
明
を
発

行
で
き
る
よ
う
な
体
制
を
整
え
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

Ｅ
Ｕ
域
内
非
課
税
納
品
の

免
税
規
定
適
用
の
た
め
Ｖ

Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｄ
番
号
の
正
確
性

の
検
証
が
実
体
要
件
化

Ｅ
Ｕ
域
内
非
課
税
納
品
の
も
う
１
つ
の

免
税
要
件
と
し
て
、「
取
引
先
が
出
荷
地
で

は
な
い
加
盟
国
の
課
税
事
業
者
で
あ
り
事

業
の
た
め
に
資
産
を
取
得
し
て
い
る
こ

と
」が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
課
税
事
業
者

が
事
業
の
た
め
に
取
得
し
て
い
る
こ
と
の

証
明
と
し
て
譲
受
人
の
Ｖ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｄ
番
号

が
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
位
置
づ
け

に
つ
い
て
は
欧
州
司
法
裁
判
所
に
お
い
て

争
わ
れ
て
き
た
。

138
条
に
１
項
⒝
が
挿
入
さ
れ
、「
資
産
の

譲
渡
を
受
け
る
課
税
事
業
者
ま
た
は
課
税

対
象
外
法
人
が
出
荷
地
以
外
の
加
盟
国
で

Ｖ
Ａ
Ｔ
登
録
さ
れ
て
お
り
、
当
該
Ｖ
Ａ
Ｔ

Ｉ
Ｄ
番
号
を
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
提
示
し
た

こ
と
」と
し
て
Ｖ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｄ
番
号
が
免
税

要
件
に
組
み
込
ま
れ
た
。
あ
わ
せ
て
、
同

条
１
ａ
項
に
よ
り
、
正
当
化
し
得
な
い
事

情
に
よ
り
、
Ｅ
Ｃ
セ
ー
ル
ス
リ
ス
ト
に
よ

る
申
告
の
不
提
出
ま
た
は
Ｅ
Ｃ
セ
ー
ル
ス

リ
ス
ト
に
含
ま
れ
る
情
報
の
誤
り
が
あ
っ

た
場
合
は
、
免
税
取
扱
い
を
否
認
す
る
と

規
定
さ
れ
た
。

取
引
先
の
Ｖ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｄ
番
号
は
Ｅ
Ｃ

セ
ー
ル
ス
リ
ス
ト
の
記
載
内
容
で
あ
り
、

Ｖ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｄ
番
号
が
間
違
っ
て
い
た
場
合

に
は
免
税
取
扱
い
が
原
則
と
し
て
否
認
さ

れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
取
引
先
の
Ｖ
Ａ

Ｔ
Ｉ
Ｄ
番
号
を
Ｅ
Ｒ
Ｐ
シ
ス
テ
ム
の
マ
ス

タ
ー
デ
ー
タ
と
し
て
管
理
す
る
こ
と
は
Ｅ

Ｕ
加
盟
国
で
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
行
わ

れ
て
い
る
が
、
登
録
の
際
に
は
必
ず
ウ
ェ

ブ
で
ア
ク
セ
ス
可
能
な
Ｖ
Ｉ
Ｅ
Ｓ 

（VAT 
Inform

ation Exchange System

）

を
利
用
し
て
Ｖ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｄ
番
号
の
検
証
を

行
い
記
録
を
残
す
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
。
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最
終
的
な

付
加
価
値
税
制
度

２
０
１
８
年
10
月
２
日
に
Ｅ
Ｕ
経
済
財

政
相
理
事
会
で
採
択
さ
れ
た
緊
急
措
置
を

壊
れ
か
け
た
橋
の
補
修
に
例
え
る
と
、
最

終
的
な
付
加
価
値
税
制
度（definitive 

VAT system

）の
導
入
は
橋
の
全
面
架

替
え
で
あ
る
。
国
境
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
な

い
免
税
規
定
と
い
う
制
度
上
の
欠
陥
は
、

既
存
制
度
の
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル
で
は
対
応

不
能
な
問
題
で
あ
る
。

資
産
の
譲
渡
に
係
る
最
終
的
な
付
加
価

値
税
制
度
の
導
入
に
よ
り
得
ら
れ
る
追
加

税
収
は
年
間
４
１
０
億
ユ
ー
ロ
、
現
在
の

Ｅ
Ｕ
域
内
非
課
税
納
品
と
Ｅ
Ｕ
域
内
取
得

を
一
本
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る

企
業
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
費
用
の
削
減

額
は
年
間
９
３
８
百
万
ユ
ー
ロ
と
見
込
ま

れ
て
い
る
。
以
下
に
改
正
の
骨
子
を
ま
と

め
る
。

Ｅ
Ｕ
域
内
取
得
の
廃
止

現
在
Ｅ
Ｕ
域
内
で
行
わ
れ
る
越
境
Ｂ

２
Ｂ
取
引
は
、
出
荷
地
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ

域
内
非
課
税
納
品
と
着
荷
地
に
お
け
る

Ｅ
Ｕ
域
内
取
得（intra-Com

m
unity 

acquisition of goods

） 

の
課
税
と
い

う
２
つ
の
要
素
に
分
け
て
課
税
が
行
わ
れ

て
い
る
が
、
国
境
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
な
い

免
税
規
定
と
し
て
脱
税
の
温
床
と
な
っ
た

こ
と
は
前
述
し
た
。

最
終
的
な
付
加
価
値
税
制
度
で
は
、
Ｅ

Ｕ
域
内
取
得
を
廃
止
し
、
１
つ
の
取
引
を

着
荷
地
で
一
度
課
税
す
る
仕
向
地
課
税
制

度
に
移
行
す
る
。
こ
の
た
め
、
指
令
を
通

じ
Ｅ
Ｕ
域
内
取
得
に
関
す
る
全
規
定
が
削

除
さ
れ
る
。

Ｅ
Ｕ
域
内
納
品
の
新
規
定

14
条
４
項
３
号
が
新
た
に
追
加
さ
れ
、

「intra-U
nion supply of goods

（
Ｅ
Ｕ
域
内
納
品
）」が
定
義
さ
れ
た
。

こ
れ
は
現
行
制
度
に
お
け
る「intra-

C
om

m
unity supply of goods

」

と
２
つ
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
第
一

の
相
違
点
は
定
義
規
定
を
設
け
た
こ
と

で
あ
り（
従
来
は
138
条
に
免
税
規
定
と

し
て
の
み
存
在
）、
第
二
の
相
違
点
は

Com
m

unity

をU
nion

に
置
き
換
え
た

こ
と
で
あ
る
。

内
容
的
に
は
、
表
記
の
無
駄
を
排
除
し

た
以
外
、
①
課
税
事
業
者
が
他
の
課
税
事

業
者
ま
た
は
課
税
対
象
外
法
人
の
た
め
に

行
う
供
給
で
あ
り
、
②
Ｅ
Ｕ
域
内
の
あ
る

加
盟
国
か
ら
別
の
加
盟
国
に
対
し
て
取
引

当
事
者
ま
た
は
そ
の
受
託
者
に
よ
っ
て
貨

物
が
輸
送
さ
れ
る
こ
と
、
と
い
う
現
行
規

定
の
免
税
要
件
と
変
わ
ら
な
い
。
Ｅ
Ｕ

域
内
納
品
の
定
義
規
定
を
置
い
た
た
め
、

全
条
文
を
通
じ
て
従
来
138
条
の
規
定
を

引
用
し
て
い
た
規
定
が
す
べ
て「intra-

U
nion supply of goods

」に
置
き
換

え
ら
れ
、
改
正
項
目
は
多
い
が
非
常
に
読

み
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
域
内
納
品

に
係
る
納
税
義
務
の
発
生
時
点
は
、
67
条

に
よ
り
現
行
規
定
と
変
わ
ら
ず
、
請
求
書

の
発
行
時
点
ま
た
は
請
求
書
が
222
条
に
定

め
る
期
限
す
な
わ
ち
供
給
が
行
わ
れ
た
翌

月
の
15
日
ま
で
に
発
行
さ
れ
な
い
場
合

は
、
翌
月
の
15
日
に
納
税
義
務
が
発
生
す

る
。17

条
１
項
に
よ
り
、
所
有
権
の
移
転
を

伴
わ
な
い
事
業
資
産
の
Ｅ
Ｕ
域
内
で
の
越

境
移
動（
Ｅ
Ｕ
域
内
移
送
）は
仕
向
地
課
税

導
入
後
も
原
則
と
し
て
み
な
し
有
償
取
引

と
し
て
課
税
と
な
る
。

Ｅ
Ｕ
域
内
納
品
の

課
税
地
に
関
す
る
規
定

現
行
規
定
に
お
い
て
、
資
産
の
譲
渡
の

課
税
地
は
、
譲
渡
に
際
し
て
資
産
が
移
動

し
な
い
取
引
に
つ
い
て
は
供
給
時
点
で
資

産
が
所
在
す
る
場
所
で
あ
り（
31
条
）、
移

動
を
伴
う
取
引
は
出
荷
地
と
定
め
ら
れ
て

い
る（
32
条
）。
新
た
に
導
入
さ
れ
る
35
ａ

条
に
よ
り
、Ｅ
Ｕ
域
内
納
品
の
課
税
地
は
、

前
記
の
一
般
原
則
規
定
に
対
す
る
例
外
と

し
て
、
顧
客
に
対
す
る
輸
送
が
終
了
す
る

場
所
、
す
な
わ
ち
着
荷
地
を
課
税
地
と
み

な
す
規
定
が
定
め
ら
れ
た
。

前
記
の
14
条
４
項
３
号
に
よ
っ
て
、
Ｅ

Ｕ
域
内
納
品
で
は
実
際
に
貨
物
が
あ
る
加

盟
国
か
ら
別
の
加
盟
国
へ
輸
送
さ
れ
る
こ

と
が
前
提
と
さ
れ
、
そ
の
課
税
地
は
35
ａ

条
に
よ
り
着
荷
地
で
あ
る
加
盟
国
と
な

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｅ
Ｕ
域
内
で
行
わ
れ

る
Ｂ
２
Ｂ
の
越
境
資
産
の
譲
渡
は
、
今
後

仕
向
地
課
税
原
則
に
切
り
替
わ
る
。
唯
一

の
例
外
を
構
成
す
る
の
が
い
わ
ゆ
る
中
古

品
、美
術
品
、収
集
品
に
適
用
さ
れ
る
マ
ー

ジ
ン
ス
キ
ー
ム（
311
条
以
下
の
規
定
に
基

づ
き
選
択
適
用
し
て
い
る
場
合
）で
、
こ

の
場
合
に
は
出
荷
地
課
税
と
な
る
。

認
定
課
税
事
業
者
と

リ
バ
ー
ス
チ
ャ
ー
ジ
制
度

193
条
に
よ
り
、
Ｖ
Ａ
Ｔ
は
原
則
と
し
て

課
税
資
産
の
譲
渡
等
を
行
う
課
税
事
業
者

が
納
税
義
務
者
で
あ
る
。
例
外
と
し
て
194

条
か
ら
200
条
お
よ
び
202
条
に
定
め
る
リ

バ
ー
ス
チ
ャ
ー
ジ
の
規
定
が
あ
る
。

今
回
の
改
正
で
は
、
課
税
地
と
は
異
な

る
加
盟
国
に
設
立
さ
れ
た
事
業
者
が
Ｅ
Ｕ

域
内
納
品
を
行
う
場
合
、
購
入
者
が
13
ａ

ホット・イシュー



（図表3）　CTPが行うコールオフストック取引の特例の要件

①　CTPが、他の加盟国に資産が到着後別のCTPに資産
を販売する目的で当該資産を他の加盟国に輸送し、輸
送を開始する時点で購入者であるCTPとそのVATID番
号が特定されていること

②　輸送を行うCTPは着荷国である加盟国に設立されて
いないこと

③　購入者であるCTPは着荷地である加盟国でVAT登録
を行っていること

④　輸送を行うCTPは243条3項に定める台帳に記載を行
うこと
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条
に
定
義
さ
れ
て
い
る
認
定
課
税
事
業
者

（Certified Taxable Person

、
略
し

て
Ｃ
Ｔ
Ｐ
）で
あ
れ
ば
、リ
バ
ー
ス
チ
ャ
ー

ジ
が
適
用
に
な
り
、
購
入
者
に
納
税
義
務

が
転
嫁
さ
れ
る（
194
ａ
条
）。
Ｃ
Ｔ
Ｐ
に
関

す
る
規
定
は
２
０
１
７
年
10
月
４
日
の
欧

州
委
員
会
の
提
案
に
含
ま
れ
て
い
た
が
、

２
０
１
８
年
10
月
２
日
の
Ｅ
Ｕ
経
済
財
務

相
理
事
会
の
決
議
で
は
い
っ
た
ん
承
認
が

据
え
置
き
と
な
っ
て
い
る
。

Ｃ
Ｔ
Ｐ（Certified Taxable Person
）

と
は
…
…

13
ａ
条
１
項
は「
Ｅ
Ｕ
域
内
に
事
業
地

ま
た
は
固
定
的
施
設
を
有
し
、ま
た
は
そ

れ
ら
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
居
所
ま
た

は
住
所
を
有
し
、経
済
活
動
と
し
て
、14
条

４
項
３
号
の
取
引（
Ｅ
Ｕ
域
内
納
品
）、17

ａ
条（
Ｃ
Ｔ
Ｐ
間
で
行
わ
れ
る
他
の
加
盟

国
に
お
け
る
コ
ー
ル
オ
フ
ス
ト
ッ
ク
の
保

有
の
た
め
の
自
社
在
庫
の
移
転
）、38
条
お

よ
び
39
条
に
定
め
る
供
給（
供
給
網
を
通

じ
た
ガ
ス
、電
力
、熱
、冷
却
熱
の
供
給
）を

サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
ま
た
は
購
入
者
と
し
て
行

う
ま
た
は
行
う
こ
と
を
意
図
す
る
す
べ
て

の
課
税
事
業
者
は
、認
定
課
税
事
業
者
の

申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」と
し
て
い

る
。認
定
課
税
事
業
者
に
な
れ
な
い
場
合

と
し
て
、①
定
率
課
税
制
度
を
適
用
し
て

い
る
農
家
、②
免
税
事
業
者
、③
非
課
税
売

上
が
あ
る
課
税
事
業
者
、④
反
復
継
続
す

る
こ
と
な
く
新
車
の
販
売
や
12
条
に
定
め

る
経
済
行
為
を
行
う
み
な
し
課
税
事
業
者

が
列
挙
さ
れ
て
い
る（
3
項
）。た
だ
し
、こ

れ
ら
の
者
で
あ
っ
て
も
、列
挙
さ
れ
た
経

済
活
動
以
外
に
つ
い
て
認
定
課
税
事
業
者

と
な
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

認
定
課
税
事
業
者
は
、次
の
３
つ
の
条

件
が
累
積
的
に
充
足
さ
れ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る（
２
項
）。

①　

税
法
お
よ
び
関
税
法
に
関
わ
る
重
大

な
違
反
ま
た
は
反
復
し
た
違
反
、
お

よ
び
申
請
者
の
経
済
活
動
に
関
し
て

重
大
な
刑
法
犯
を
犯
し
て
い
る
履
歴

が
な
い
こ
と

②　

取
引
お
よ
び
必
要
に
応
じ
て
物
流
を

管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
、
ま
た
は
信
頼

性
の
高
い
認
証
さ
れ
た
内
部
監
査
記

録
に
よ
っ
て
、
事
業
運
営
に
関
す
る

高
い
レ
ベ
ル
の
管
理
を
申
請
者
が
有

す
る
こ
と

③　

業
種
の
特
徴
を
十
分
に
考
慮
し
て
、

申
請
者
に
課
さ
れ
た
義
務
の
履
行
が

可
能
な
健
全
な
財
政
状
態
に
あ
る
こ

と
、
ま
た
は
保
険
、
金
融
機
関
、
ま

た
は
そ
の
他
の
経
済
的
に
信
用
力
の

あ
る
第
三
者
が
発
行
す
る
保
証
を
提

供
す
る
こ
と
に
よ
り
財
政
状
態
が
健

全
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と

Ｃ
Ｔ
Ｐ
が
行
う
コ
ー
ル
オ

フ
ス
ト
ッ
ク
取
引
の
特
例

コ
ー
ル
オ
フ
ス
ト
ッ
ク
の
経
済
的
意

義
と
規
定
の
統
一
化
に
つ
い
て
は
前
述

し
た
が
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
Ｃ
Ｔ

Ｐ
間
で
行
わ
れ
る
コ
ー
ル
オ
フ
ス
ト
ッ

ク
を
介
し
た
越
境
取
引（call-off stock 

situation

）で
は
、
自
社
在
庫
の
他
の
加

盟
国
へ
の
移
動
は
有
償
取
引
と
み
な
さ
れ

る
Ｅ
Ｕ
域
内
納
品
を
構
成
し
な
い
こ
と
が

定
め
ら
れ
て
い
る（
17
ａ
条
１
項
）。
図
表

３
の
要
件
が
満
た
さ
れ
た
取
引
で
は
、
資

産
に
対
す
る
処
分
権
の
移
転
の
時
点
で
仕

向
地
で
あ
る
加
盟
国
で
Ｅ
Ｕ
域
内
納
品
が

行
わ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
す
で
に
２
０
２
０
年

か
ら
全
加
盟
国
に
Ｃ
Ｔ
Ｐ
に
適
用
を
限
定

し
な
い
同
様
の
コ
ー
ル
オ
フ
ス
ト
ッ
ク

の
特
例
が
導
入
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
り
、

２
０
２
２
年
か
ら
は
適
用
を
Ｃ
Ｔ
Ｐ
に
限

定
す
る
の
か
、
最
終
的
に
可
決
さ
れ
る
条

文
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
。

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
シ
ョ
ッ
プ

申
告
制
度
の
拡
大

現
在
、
２
０
２
１
年
１
月
１
日
か
ら
導

入
予
定
の
も
の
も
含
め
る
と
Ｅ
Ｕ
に
は

大
き
く
分
け
て
３
つ
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

シ
ョ
ッ
プ
申
告
制
度
が
あ
る（
図
表
４
）。

２
０
２
２
年
か
ら
、
こ
の 

ⅲU
nion 

VAT

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
シ
ョ
ッ
プ
申
告
制

度
が
改
正
さ
れ
、
資
産
の
譲
渡
と
役
務
の

提
供
を
行
う
①
Ｅ
Ｕ
域
内
事
業
者
お
よ

び
、
②
納
税
代
理
人（interm

ediary

）

を
指
名
し
た
Ｅ
Ｕ
域
外
事
業
者
が
Ｖ
Ａ

Ｔ
を
納
税
す
る
ス
キ
ー
ム
に
発
展
す
る
。

資
産
の
譲
渡
お
よ
び
役
務
の
提
供
の
課

税
地
と
な
る
加
盟
国
が「
課
税
加
盟
国

（M
em

ber State of taxation

）」と
定

義
さ
れ（
369
ａ
条
２
項
）、
Ｅ
Ｕ
域
内
事
業

者
の
う
ち
、
課
税
加
盟
国
に
設
立
さ
れ

た
も
の
で
な
く
固
定
的
施
設
も
有
し
な

い
課
税
事
業
者（taxable person not 



（図表４）　VATワンストップショップ申告制度

ⅰ　輸入ワンストップショップ申告制度（Import One Stop Shop）
消費者に対して提供される内在価値150ユーロ以下の資産のEU域外からの輸入通

信販売（distance sales of goods imported from third territories or third countries）の
課税地を着荷地と規定し、着荷地における国内付加価値税を登録加盟国に一括納付す
る制度。
ⅱ　EU域外事業者によるVATワンストップショップ申告制度（以下、「Non-Union VAT

ワンストップショップ申告制度」）
現在は通信、放送、電子的役務に適用が限定されているが（いわゆる、TBEサービス）

2021年から消費者に対して提供されるサービス一般に適用範囲が拡大する。
ⅲ　EU域内事業者によるVATワンストップショップ申告制度（以下、「Union VATワン

ストップショップ申告制度」）
2021年から消費者に対して提供されるサービス一般と、EU域内消費者通信販売に

適用される。
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established in the M
em

ber State 
of taxation

）と
、
Ｅ
Ｕ
域
内
に
設
立
さ

れ
た
も
の
で
な
く
固
定
的
施
設
も
有
し
な

い
課
税
事
業
者
が
対
象
と
な
る
。

登
録
加
盟
国（M

em
ber State of 

identification
）と
は
、
Ｅ
Ｕ
域
内
で

設
立
さ
れ
た
課
税
事
業
者
の
場
合
は
、
設

立
地
の
所
在
す
る
加
盟
国
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ

域
外
で
設
立
さ
れ
た
課
税
事
業
者
の
場
合

は
、
固
定
的
施
設
の
あ
る
加
盟
国
と
指
定

さ
れ
て
い
る
。
複
数
の
固
定
的
施
設
が
あ

る
場
合
は
、
そ
の
１
つ
を
課
税
事
業
者
が

指
定
す
る（
５
項
）。
納
税
代
理
人
は
、
Ｖ

Ａ
Ｔ
納
税
義
務
を
負
い
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

シ
ョ
ッ
プ
申
告
制
度
で
課
せ
ら
れ
た
す
べ

て
の
義
務
を
負
う（
４
項
）。
Ｅ
Ｕ
域
外
事

業
者
の
う
ち
、
Ｅ
Ｕ
の
居
住
者
で
あ
る
最

終
消
費
者
に
対
し
て
役
務
の
み
を
提
供
し

て
い
る
た
め
、N

on-U
nion VAT

ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
シ
ョ
ッ
プ
申
告
制
度
の
対
象
と

な
る
も
の
は
、N

on-U
nion VAT

ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
シ
ョ
ッ
プ
申
告
制
度
の
み
が
適

用
と
な
る（
369
ｂ
条
２
項
）。

U
nion VAT

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
シ
ョ
ッ

プ
申
告
制
度
で
は
仕
入
税
額
控
除
は
認
め

ら
れ
る
が
、
課
税
加
盟
国
単
位
で
仕
入
税

額
は
管
理
さ
れ
る
。
控
除
不
能
仕
入
税
額

が
生
じ
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
翌
期

に
繰
り
越
さ
れ
る
が
、
申
告
期
間
が
四
半

期
な
ら
ば
連
続
す
る
２
四
半
期
で
控
除
不

能
仕
入
税
額
が
生
じ
て
い
る
場
合
、
申
告

期
間
が
月
次
な
ら
ば
連
続
す
る
３
カ
月
で

控
除
不
能
仕
入
税
額
が
生
じ
て
い
る
場
合

に
、
別
途
課
税
加
盟
国
に
対
し
て
控
除
不

能
仕
入
税
額
の
還
付
請
求
を
行
う
こ
と
が

で
き
る（
369
ｉ
ａ
条
）。
課
税
期
間
は
原
則

と
し
て
四
半
期
で
あ
る
が
、
Ｅ
Ｕ
域
内
で

行
わ
れ
る
資
産
の
譲
渡
と
役
務
の
提
供
か

ら
生
じ
る
税
抜
対
価
が
2
・
5
百
万
ユ
ー

ロ
を
超
過
す
る
課
税
事
業
者
は
月
次
で
申

告
を
行
う（
369
ｆ
条
）。
申
告
期
限
は
課
税

期
間
終
了
後
の
翌
月
末
日
で
あ
る
。

U
nion VAT

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
シ
ョ
ッ

プ
申
告
制
度
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
リ
バ
ー

ス
チ
ャ
ー
ジ
が
適
用
さ
れ
な
い
越
境
取
引

は
資
産
の
譲
渡
か
役
務
の
提
供
に
か
か
わ

ら
ず
登
録
加
盟
国
に
お
け
る
一
括
申
告
納

付
が
可
能
と
な
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
加

盟
国
間
で
行
わ
れ
る
資
産
の
譲
渡
が
着
荷

地
で
課
税
と
な
る
た
め
、
た
と
え
ば
、
ド

イ
ツ
の
課
税
事
業
者
が
ド
イ
ツ
か
ら
フ
ラ

ン
ス
に
商
品
を
販
売
し
た
場
合（
相
手
方

が
課
税
事
業
者
か
消
費
者
か
を
問
わ
ず
）、

取
引
の
課
税
地
は
フ
ラ
ン
ス
と
な
り
、
ド

イ
ツ
の
課
税
事
業
者
は
フ
ラ
ン
ス
の
Ｖ
Ａ

Ｔ
を
こ
のU

nion VAT

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

シ
ョ
ッ
プ
申
告
制
度
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
に

対
し
て
申
告
納
付
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
。

U
nion VAT

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
シ
ョ
ッ

プ
申
告
制
度
の
利
用
は
、
課
税
加
盟
国
に

設
立
地
も
固
定
的
施
設
も
な
い
こ
と
が

前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
本
店
、

支
店
が
所
在
す
る
国
で
の
課
税
売
上
は

U
nion VAT

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
シ
ョ
ッ
プ

申
告
制
度
で
は
申
告
を
一
本
化
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
別
途
国
内
申
告
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｅ
Ｕ
域
内
に
拠
点
等
を

も
た
な
い
日
本
企
業
の
場
合
、
登
録
加
盟

国
を
選
択
し
て
納
税
代
理
人
を
指
名
す
れ

ば
Ｅ
Ｕ
全
域
の
消
費
者
お
よ
び
課
税
事
業

者
に
対
し
て
資
産
の
譲
渡
と
役
務
の
提
供

を
行
い
、
発
生
す
る
Ｖ
Ａ
Ｔ
を
登
録
加
盟

国
で
一
括
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｖ
Ａ
Ｔ
納
付
事
務
は
こ
の
制
度
の
導
入

に
よ
り
飛
躍
的
に
簡
素
化
さ
れ
る
が
、
在

庫
を
保
有
し
て
行
う
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
で

あ
れ
ば
恒
久
的
施
設
課
税
、
役
務
の
提
供

の
場
合
は
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
税
の
課
税

に
も
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
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